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津和地島

流児島

怒和島
中島

睦月島

野忽那島

恵良山

大月山

道後温泉
松山城松

山
松山市

三津浜

堀江

伊予和気

松山 IC
松山自動車道

伊予鉄横河原線

松山空港

興居島

高戸山

犬吠山

泰ノ山

大里山

釣島

二神島

市坪

伊予北条

光洋台

粟井

柳原

由利島
市街地拡大マップ

地域包括支援センター北条
【近隣地図】

〒799-2436　松山市河野別府937-1
北条社会福祉センター1階
TEL:992-0117　FAX:992-0118

聖カタリナ
セミナーハウス

内田
クリニック

コンビニ
北条社会福祉

センター

北条図書館

文化の森公園

北条
ふるさと館信行寺

国
道
1
9
6
号
線

県
道
3
3
9
号
線

地域包括支援センター和気・堀江
【近隣地図】

〒799-2651
松山市堀江町甲338-2
TEL:911-8005　FAX:911-8006

内宮団地株式会社井関
松山製作所

そごうマート堀江店

ディスカウントドラッグ
コスモス堀江店

J
R
予
讃
線

347

サブセンター 五明・伊台・湯山
【近隣地図】

〒791-0122　松山市末町甲9-1
愛媛県在宅介護研修センター3階
TEL:993-5661　FAX:993-5691

コンビニ
石手川湯山公園

松山市役所
湯山支所

40

317

湯山小学校

地域包括支援センター小野・久米
【近隣地図】

〒790-0925　松山市鷹子町740
鷹子ふれあい館2階、たかのこの湯東隣
TEL:970-3761　FAX:975-7620

久米駅

コンビニ

たかのこ湯

久米小学校

鷹ノ子駅

11

伊予鉄道横河原線

サブセンター 浮穴・久谷
【近隣地図】

〒791-1123　松山市東方町甲1272-1
JAえひめ中央施設、荏原小学校北隣
TEL:905-8889　FAX:905-8778

荏原小学校愛媛県
総合運動公園

40

生涯学習センター

久谷支所

重信川パブリックパーク
久谷大橋

地域包括支援センター石井・浮穴・久谷
【近隣地図】

〒790-0932　松山市東石井7丁目3-32
JA松山市施設、南中学校東隣
TEL:957-0808　FAX:957-3303

たんげ内科

石井支所

椿橋 椿神社入口

石井小学校

松山南中学校

伊豫豆比古命
神社

33

地域包括支援センター生石・味生
【近隣地図】

〒791-8056　松山市別府町177-1
味生ふれあいセンター1階
TEL:953-3888　FAX:952-3890

219

18

コンビニ

市民運動公園

弁天山

弁天山トンネル

愛光高校

味生第二小学校

味生ふれあいセンター
味生小学校

地域包括支援センター垣生・余土
【近隣地図】

〒790-0043　松山市保免西4丁目5-25
余土中学校北隣、盲天外通り
TEL:989-7600　FAX:971-6510

松山中央公園

余土中学校

余土小学校

余戸駅 56

56

33
33

地域包括支援センター三津浜
【近隣地図】

〒791-8066
松山市祓川2丁目10-23
TEL:953-1130　FAX:953-1150

コンビニ

セブン
スター

三津浜支所

山西

三津浜

三津

港山

国道437線

松山西警察署
宮前小学校

地域包括支援センター潮見・久枝
【近隣地図】

〒791-8004
松山市鴨川二丁目12-8
TEL:994-8765　FAX:994-8766

鴨川公園
大川

潮見小学校

志
津
川
池

鴨川中学校

196

40

地域包括支援センター中島
【近隣地図】

〒791-4501　松山市中島大浦1626
中島支所3階
TEL:997-0454　FAX:997-0454

中島図書館

大浦港
（中島港）

瀬
戸
内
海

なかじま中央病院

松山北高校
中島分校

中島支所

介護保険制度のおもな改正ポイント
令和6年4月から
●令和6～8年度（第9期）の介護保険料が決まりました
●介護予防ケアプランの作成を、居宅介護支援事業者にも依頼できるように
なりました
　地域包括支援センターだけでなく、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者に
も介護予防ケアプランの作成を依頼できるようになりました。
※介護予防・生活支援サービス事業のみ利用の場合は、引き続き地域包括支援センターに依頼し
ます。

●介護報酬が改定されました（一部のサービスは令和6年6月から）
　報酬改定にともない、サービスを利用するときに支払う利用者負担の金額も変わりまし
た。ただし、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、訪問看護、通所リハビリテー
ションについては、令和6年6月から改定されました（介護予防サービスも同様です）。

●福祉用具の一部は、利用方法（借りる、または購入する）を選択できるよう
になりました
　福祉用具貸与での利用が長期間になる場合は、購入した方が費用を抑えられることがあ
ります。購入する場合は、特定福祉用具販売の扱いとなり、一年度（4月1日～翌年3月31
日）で10万円を上限に購入費の一部が保険給付されます。
　対象となる福祉用具は次のとおりです。
　◉固定用スロープ　◉歩行器（歩行車を除く）　◉単点杖（松葉づえを除く）と多点杖
　福祉用具専門相談員またはケアマネジャーは、利用者が選択できることについて十分説
明し、選択に当たって必要な情報の提供および医師等の意見や利用者の身体状況等をふま
えた提案を行うことになっています。

令和6年8月から
●介護保険施設を利用したときの居住費等の基準費用額が変わります
　施設を利用したサービスで支払う居住費等、食費には基準になる額（基準費用額）が決
められています。近年の光熱水費の高騰に対応して、在宅で生活する人との負担の均衡を
図る観点などから、居住費等の基準費用額が変わります。


